
○久喜市男女共同参画を推進する条例施行規則 

平成２２年９月３０日 

規則第２４８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久喜市男女共同参画を推進する条例（平成２２年久喜市条

例第２５０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（事業者の体制整備に関する報告） 

第２条 条例第１５条に規定する報告を求めるときは、男女共同参画の推進状況

報告書（事業所用）（様式第１号）又は男女共同参画の推進状況報告書（団体

用）（様式第２号）により行うものとする。 

（苦情の申出） 

第３条 条例第１６条第１項に規定する苦情の申出（以下「申出」という。）は、

男女共同参画施策苦情申出書（様式第３号）により行うものとする。 

２ 申出は、次に掲げる事項については、取り扱わないものとする。 

（１） 判決、裁決等により確定した事項 

（２） 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中

の事案に関する事項 

（３） 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項 

（申出に対する審議会の調査等） 

第４条 久喜市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）が条例第１９条

第２号の規定により調査を行うときは、調査開始通知書（様式第４号）により、

あらかじめ関係する市の機関に対し通知するものとする。 

２ 審議会が申出に関する調査を行うに際し、当該関係機関に対して資料の提出

を求め、又は所属職員の出席を求めて事情を聴くときは、あらかじめ資料提出・

出席要請書（様式第５号）により通知するものとする。 



３ 審議会が条例第１９条第２号の規定により意見を述べるときは、意見具申書

（様式第６号）により行うものとする。 

（申出に対する適切な措置） 

第５条 市長は、前条第３項の意見具申書に基づき、申出に係る施策について適

切な措置を講ずることが必要と認めるときは、是正等指示命令書（様式第７号）

により、関係者に指示又は要求するものとする。 

（申出に対する結果の通知） 

第６条 市長は、申出に関する調査経過、対応結果等について、当該申出をした

者に対し、申出結果通知書（処理通知書）（様式第８号）により通知するもの

とする。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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